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琴
浦
町
で
は
、
保
守
系
議
員
や
旧
同
和
地
区
関
係
議
員

と
の
共
同
が
進
み
、
２
０
１
９
年
３
月
議
会
で
「
固
定
資

産
税
の
同
和
減
免
要
綱
の
廃
止
を
求
め
る
決
議
」
を
賛
成

11
、
反
対
３
で
可
決
し
ま
し
た
。
一
方
で
解
放
同
盟
と
癒

着
し
て
い
る
町
当
局
は
議
会
の
廃
止
決
議
を
無
視
し
て
続

行
に
踏
み
出
し
て
い
ま
す
。

　

不
公
平
な
旧
同
和
地
区
の

固
定
資
産
税
の
減
免
は
２
０

１
８
年
６
月
議
会
、
９
月
議

会
と
琴
浦
町
政
の
最
大
の
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
青
亀

は
12
月
議
会
の
一
般
質
問
で

固
定
資
産
税
の
同
和
減
免
の

〝
核
心
〟
に
迫
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
固
定
資
産
税
の
減

免
は
、
個
人
に
限
ら
れ
、
地

域
を
丸
ご
と
減
免
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら

特
定
地
域
を
区
切
っ
て
減
免

す
る
こ
と
は
、
違
法
な
組
織

的
脱
税
と
な
り
ま
す
。

使
い
ま
わ
し
①

　

琴
浦
町
の
固
定
資
産
税
の

同
和
減
免
要
綱
の
「
目
的
」

は
要
旨
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。「
歴
史
的
社
会
的

理
由
に
よ
り
生
活
環
境
等
の

安
定
、
向
上
が
阻
害
さ
れ
て

い
る
地
域
（
対
象
地
域
）
の

住
民
に
つ
い
て
、
固
定
資
産

税
の
減
免
を
講
ず
る
こ
と
に

よ
り
、

経
済
力
の
育
成
支

え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

２
０
１
９
年
３
月
議
会
は

３
月
５
日
か
ら
22
日
ま
で
開

か
れ
、
ま
た
も
一
般
会
計
当

初
予
算
が
昨
年
に
続
き
「
減

額
修
正
」
の
上
、
可
決
さ
れ

る
と
い
う
異
例
の
展
開
の

末
、
閉
幕
し
ま
し
た
。
３
月

議
会
の
特
徴
と
し
て
特
筆
さ

れ
る
の
は
、
９
月
議
会
に
も

同
趣
旨
の
決
議
案
が
議
員
提

案
さ
れ
、
５
対
９
の
反
対
多

数
で
否
決
さ
れ
た
「
固
定
資

産
税
の
同
和
減
免
の
廃
止
決

議
（
略
称
）」
が
賛
成
し
た

援
、
生
活
の
安
定
、
福
祉
の

向
上
に
寄
与
を
目
的
と
す

る
」。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
ル

ー
ツ
を
探
っ
て
み
る
と
、
50

年
前
の
「
同
和
対
策
特
別
措

置
法
」
の
第
１
条
「
目
的
」

に
行
き
着
く
。
時
限
立
法
の

こ
の
法
律
は
「
地
域
改
善
対

策
特
別
措
置
法
」
と
名
前
を

変
え
、
最
終
的
に
17
年
前
に

目
的
を
達
成
し
て
完
全
に

〝
失
効
〟
し
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
特
別
な
対
策
を
必
要

と
し
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
２
年

後
の
２
０
０
４
年
９
月
１
日

に
琴
浦
町
は
合
併
し
て
誕
生

し
ま
す
が
、
50
年
前
に
特
別

な
対
策
が
必
要
だ
っ
た
と
き

の
「
定
義
＝
目
的
」
を
無
批

判
に
続
け
て
、
今
に
至
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
第
１
の
使

い
回
し
で
す
。

使
い
ま
わ
し
②

　

第
２
の
使
い
ま
わ
し
は
、

地
方
税
法
の
「
固
定
資
産
税

の
減
免
」（
第
３
６
７
条
）

の
使
い
回
し
で
す
。

法
律

は
、「
そ
の
他
特
別
の
事
情

の
あ
る
【
者
】
に
限
り
、
条

例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
減
免
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
特
別
の
事
情
を
条
例

で
定
め
れ
ば
減
免
が
で
き
る

構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
琴
浦
町
の
「
税
条

例
」
に
も
「
減
免
規
則
」
に

も
「
特
別
の
事
情
」
が
使
い

回
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

第
２
の
使
い
ま
わ
し
で
す
。

特
に
議
会
の
議
決
が
必
要
の

な
い
「
規
則
」
に
は
「
町
長

は
、
…
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
認
め
る
納
付
義
務
「
者
」

に
対
し
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
減
免
で
き
る
」
と

し
て
、「
規
則
」
よ
り
格
下

の
「
同
和
減
免
措
置
要
綱
」

を
別
に
定
め
、
個
人
で
あ
る

納
付
義
務
者
が
、「
対
象
地

域
」
に
す
り
か
わ
り
、
地
域

を
〝
丸
ご
と
〟
減
免
の
対
象

に
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ

た
恣
意
的
な
運
用
は
、
違
法

で
悪
質
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

安
い
・
売
れ
な
い
か
？

　

よ
く
対
象
地
区
の
土
地
は

「
安
い
」「
売
れ
な
い
」
と

い
い
ま
す
。
し
か
し
固
定
資

産
の
評
価
額
は
３
年
ご
と
に

見
直
さ
れ
、
最
終
的
に
町
長

が
決
定
し
ま
す
。「
安
い
」

「
売
れ
な
い
」
の
で
あ
れ
ば

不
動
産
価
格
に
反
映
さ
れ
る

は
ず
で
す
。
自
ら
が
決
め
た

固
定
資
産
税
の
評
価
額
を
無

視
し
て
、
抜
け
道
を
作
る
こ

と
が
課
税
の
公
平
の
観
点
か

ら
許
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
？
こ
の
よ
う
な
自
主
財
源

を
毀
損
す
る
行
為
は
住
民
監

査
請
求
の
格
好
の
対
象
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。

質
問
議
員
を

待
伏
せ
・
恫
喝

　

12
月
11
日
一
般
質
問
を
終

え
、
退
庁
す
る
Ｏ
議
員
を
待

伏
せ
、
議
会
傍
聴
し
た
解
放

同
盟
顧
問
（
元
会
長
）
が
名

を
名
乗
り
、
役
場
玄
関
で
恫

喝
。
ま
た
、
議
会
最
終
日
の

20
日
、

駐
車
場
に
待
ち
伏

せ
、
再
び
恫
喝
し
ま
し
た
。

　

こ
の
異
常
事
態
、
青
亀
に

も
メ
ー
ル
で
Ｉ
議
員
が
止
め

に
入
る
実
況
な
ど
が
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
届
き
ま
す
。
こ
の

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
に

Ｏ
議
員
は
町
長
と
議
長
に
善

処
を
求
め
る
「
申
入
書
」
を

提
出
し
ま
し
た
。
議
員
の
議

会
発
言
に
対
す
る
行
為
に
つ

い
て
１
月
11
日
に
議
会
運
営

委
員
会
を
開
き
、
対
応
を
協

議
し
ま
し
た
。
皮
肉
に
も
防

犯
カ
メ
ラ
が
一
部
始
終
を
捉

え
て
い
ま
す
。

小
松
町
長
の
答
弁

　

私
、
青
亀
の
質
問
に
対
す

る
小
松
町
長
の
答
弁
は
「
見

直
す
。
一
気
に
や
る
か
は
相

談
」
と
し
、
結
論
的
に
以
下

の
通
り
で
す
。「
今
ま
で
や

っ
て
き
た
か
ら
そ
の
ま
ま
で

い
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が

多
々
あ
る
。
そ
れ
が
今
回
指

摘
さ
れ
た
。
検
討
の
時
間
が

な
か
っ
た
の
で
『
検
討
し
ま

す
』
と
答
え
た
」「『
特
別
の

事
情
』
の
明
記
は
、
そ
こ
ま

で
読
み
込
ん
で
い
な
い
の

で
、

時
間
を
い
た
だ
き
た

い
」。
固
定
資
産
税
の
同
和

減
免
の
継
続
を
要
求
す
る
12

月
５
日
付
け
の
解
放
同
盟
協

議
会
へ
の
回
答
は
、「
対
象

要
件
の
改
正
を
検
討
す
る
」

と
、
減
免
の
廃
止
は
全
く
考

�

（
３
面
に
続
く
）

固定資産税 同和減免 違法な組織的脱税
鳥取県琴浦町　同和減免要綱の廃止を決議

日本共産党琴浦町議会議員　青亀　壽宏

固定資産税の同和減免（件数392件、総額457万2700円）廃止決議を可決

同
和
減
免
措
置
要
綱
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琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱の廃止を求める決議

固定資産税の 1日同和地区住民に限定する減免は、議会の議決を必要としない

「琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措圏要綱」（以下、減免要綱という。）

で行われている。

昨年からこの問題が議会で議論が重ねられ、その反映として「減免要綱」は平

成 31年 3月 1日に改定されたが、改定の内容は主に 2,点となっている。

そのひとつは、「目的」の部分が旧同和対策特別措置法、それを引き継いだ旧地

域改善特別措置法の第 1条「目的」に記述の文言を削除し、理念法である「部落

差別の解消に関する法律」と、目的を終え失効した「地域改善特別措置法」を根

拠とするものになっており、実質的には変更したとはいえない。

今ひとつは、「申請手続き」の項で「生活相談具の確認」を削除したものであ

る。

実際、昨今では、この減免の申請件数や減免額も減少傾向であり、中には既得

権の行使でなく、納税の意思をはつぎり持って税を納めている人もいる。

貧宮の格差が広がる中で、生活費に食い込む税の減免措置の必要性は認める

が、特定の地区を限定したものでなく、一般施策として行われるべきものであ

る。

よって、「琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱」は根拠のないもの

になっており、廃止されるべきである。

以上決議する。

+
 

平成 31年 3月 22日

鳥取県東伯郡琴浦町議会

ー

琴
浦
町
同
和
対
策
に
係
る
固
定
資
産

税
の
減
免
措
置
要
網
（
抜
粋
・
要
約
）

1
．
目
的

同
和
対
策
に
お
け
る
行
政
措
置
と

し
て
、
歴
史
的
社
会
的
理
由
に
よ
り

生
活
環
境
等
の
安
定
、
向
上
が
阻
害

さ
れ
て
い
る
地
域
の
住
民
に
つ
い

て
、
固
定
資
産
税
の
減
免
を
講
ず
る

こ
と
に
よ
り
、
対
象
地
域
に
お
け
る

経
済
力
の
育
成
支
援
、
住
民
の
生
活

の
安
定
及
び
福
社
の
向
上
等
に
寄
与

す
る
。

2
．
適
用
範
囲

対
象
地
域
の
住
民
が
対
象
地
域
内

に
所
有
す
る
固
定
資
産
。
対
象
地
域

と
な
る
住
所
地
は
行
政
区
域
。

3
．
減
免
基
準

課
税
標
準
額
合
計

600
万
円
ま
で
、

固
定
資
産
税
額
30
％
減
免
゜

4
．
申
請
手
続

申
請
書
を
生
活
相
談
員
の
確
認
を

受
け
、
町
長
に
提
出
。

5
．
省
略

6
．
適
用
制
限
及
び
減
免
の
取
消
し

町
県
民
税
課
税
標
準
額
が
別
万
円

を
超
え
る
人
、
及
び
町
税
を
滞
納
し

て
い
る
人
は
、
滅
免
な
し
。
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５
人
が
再
度
議
員
提
案
。
今

　

こ
の
決
議
案
に
賛
成
の
立

場
で
討
論
し
た
い
。
こ
の
固

定
資
産
税
の
同
和
減
免
は
現

状
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い

る
。
地
域
を
特
定
し
、
同
和

行
政
を
行
う
こ
と
そ
の
も
の

が
、
今
は
、
差
別
の
ル
ツ
ボ

を
作
っ
て
い
る
。
差
別
が
あ

る
限
り
、
ず
っ
と
や
っ
て
い

く
考
え
こ
そ
が
、
差
別
を
助

長
す
る
と
思
い
ま
す
。
形
骸

化
し
た
事
業
は
見
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
事
業

で
あ
れ
ば
常
に
見
直
さ
れ
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
同
和
対
策

は
そ
の
ま
ま
な
の
か
。
行
政

の
怠
慢
で
す
。
新
し
く
出
さ

れ
た
「
訓
令
（
減
免
要
綱
）」

も
目
的
が
無
い
、
地
区
を
限

定
す
る
「
対
象
地
域
」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
以
上
「
対
象

地
域
」
と
称
し
て
、
地
区
の

人
た
ち
を
差
別
の
最
前
線
に

置
い
て
ほ
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。

い
い
加
減
に
〝
足
か

せ
〟
を
外
し
て
行
政
差
別
か

ら
解
放
す
べ
き
で
す
。
差
別

解
消
に
向
け
て
何
を
な
す
べ

き
か
を
考
え
て
い
た
だ
き
た

い
思
い
で
、
決
議
案
を
強
く

押
し
勧
め
た
い
と
思
い
ま

す
。

福
本
ま
り
子
議
員
の
賛
成
討
論（
要
旨
）

回
は
一
転
、
賛
成
11
、
反
対

３
で
可
決
し
ま
し
た
。

（
２
面
か
ら
続
き
）

全解連機関紙「解放の道」2000年５月25日号 全解連機関紙「解放の道」2000年11月15日号

「
明
る
い
琴
浦
」
４
月
号

（発行　全国地域人権運動総連合）
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＂
福
屑
笞
福
岡
県
下
の
自
治

体
で
依
然
と
し
て
同
和
地
区

の
固
定
資
産
税
減
免
措
匠
が

つ
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
全

解
連
福
岡
県
連
は
一
日
、
福

岡
県
総
務
部
地
方
税
課
に
た

い
し
て
、
今
年
一
月
二
十
八

日
の
自
治
省
告
示
（
同
和
地

区
に
対
す
る
固
定
資
産
評
価

の
需
給
事
情
に
よ
る
減
点
補

正
率
適
用
の
廃
止
）
と
「
一

九
六
八
（
昭
和
四
＋
―
―
―
)
年

三
月
二
十
七
ヨ
サ
ヴ
哺
岡
県

総
務
部
次
長
通
達
」
の
廃
止

を
文
書
で
各
自
＇
を

A

．
底

す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
ま
し

た。
県
側
は
「
自
治
省
の
依
命

通
盪
岱
と
も
に
（
県
の

四
十
三
年
通
達
も
）
廃
止
の

状
況
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

て
い
る
」
と
答
弁
。
四
十
三

年
通
達
の
撤
回
を
自
治
体
に

周
知
徹
底
す
る
こ
と
は
即
答

を
さ
け
、
十
一
月
中
に
考
え

方
を
ま
と
め
た
い
と
し
ま
し

た。
同
和
地
区
に
た
い
す
る
需

給
事
情
（
交
通
の
不
便
、
班

境
不
良
地
域
な
ど
）
に
よ
る

固
定
資
産
評
価
基
準
の
減
点

補
正
猛
適
月
に
つ
い
て
自
治

省
は
、
全
解
連
と
の
九
八
年

度
交
渉
で
「
平
咸
十
二
年
度

の
評
価
替
え
基
準
年
度
ま
で

に
廃
止
の
方
向
で
検
討
す

る
」
と
確
約
。
今
年
一
月
、

一
九
六
三
年
十
二
月
二
十
五

己言

一
、
改
正
の
趣
旨

8
白
m．
致
茨
官
通
達
q
固

定
資
産
評
価
基
準
の
取
扱
＞

の
廃
止
を
通
知
、
「
今
後
の
評

9の
具
体
的
運
用
に
つ

い
て
は
市
町
村
の
判
断
に
委

ね
る
」
と
し
ま
し
た
。

福
岡
県
で
は
十
月
現
在
、

需
給
事
情
補
IEの
適
用
状
況

（
県
地
方
税
課
調
べ
）
は
、

北
九
州
市
、
福
岡
市
な
ど
十

市
、
三
十
二
町
村
で
実
施
し

て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
固
定

資
産
税
の
税
額
を
―
―

10％
か

ら―

10％
減
額
し
て
い
る
八

女
市
や
小
郡
市
、
町
村
で
は

固定資産税減免廃止I¥指導穫化を
福岡県連が県総務蔀地方税課lこ申入れ

減点傭正0うえ3庸減魚惜置0月治体も
霰
手
玉
誓
宮
町
な
と
の
息
m

体
も
実
施
し
て
い
る
と
と

が
、
全
解
連
県
連
の
独
自
睛

査
で
斗
明
て
い
ま
す
。
な

か
-
し
ば
百

l

一
↑
資
産
評
価
基
準

の
減
点
補
正
を
し
た
う
え

に
、
さ
ら
に
税
額
そ
の
も
の

を
二
、
三
割
減
免
措
匿
し
た

自
治
体
の
存
在
も
否
定
で
き

な
い
状
況
で
す
。

こ
の
日
、
全
解
連
側
は
今

日
、
同
和
地
区
の
住
宅
環
境

等
の
轄
爾
が
す
す
み
需
給
塞

情
に
よ
る
減
点
補
正
率
の
適

用
を
継
続
す
る
理
由
は
な
く

な
っ
て
い
る
、
こ
れ
以
上
、

同
和
地
区
に
対
す
る
税
の
優

遇
措
置
の
温
存
や
継
続
は
、

逆
に
市
民
の
な
か
に
新
た
な

「
意
識
J

を
生
み
だ
し
、
郎

落
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
マ

イ
ナ
ス
に
し
か
な
ら
な
い
と

し
て
、
同
和
地
区
に
た
い
す

る
一
律
減
免
を
通
知
し
た

「
四
十
三
年
通
達
」
の
撤
回

を
周
知
す
る
よ
う
県
側
に
強

く
求
め
ま
ー
ど
に
。
固
定
資
産

評
価
基
進
の
減
点
補
正
は
県

の
不
動
産
取
得
税
の
減
税
や

国
民
健
康
保
険
の
料
金
に
も

関
連
が
あ
り
、
公
正
な
税
務

行
政
か
ら
み
て
慎
重
さ
が
も

と
め
ら
れ
ま
す
。

9‘
六
月
県
議
会
で

の
高
瀕
菜
穂
子
議
員
（
日
本

共
産
党
）
の
同
和
減
免
廃
止

の
質
問
と
県
知
事
答
弁
を
各

自
治
体
に
送
付
し
た
の
で
、

畠
省
は
、
地
方
醤
に
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
べ
患
の
で
素
、
今
国
は
磐
畠
誓
醤
、
自
携
分
檀
の
塁
愚

基
づ
＄
固
定
資
芦
評
価
葦
必
要
な
事
項
を
国
蛋
欝
醤
上
か
ら
茎
の
開
を
極
習
実
に
し
届
筵
た
め
の
関
醤
律
の
警
等

の
一
部
が
平
成
十
一
手
一
月
価
基
準
に
規
定
し
を
と
に
失
っ
た
も
の
で
す

0

行
、
迎
羞
別
の
同
和
滅
免
な
に
関
す
る
法
律
（
平
成
―
―

ニ
八
目
醤
薯
告
示
士
一
よ
り
、
「
蓄
通
達
」
を
醗
止
翌
繭
醤
免
を
実
施
し
ど
娑
せ
な
い
よ
う
要
求
し
霊
讐
八
七
号
）
に
よ
り

弓
に
よ
り
改
IEさ
れ
、
こ
れ
し
た
と
い
う
も
の
。
こ
の
「
依
て
い
る
と
こ
ろ
は
即
痴
や
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
地
方
自
治
痣
（
昭
和
二
二
年

に
伴
い
「
固
定
資
声
評
讐
命
湮
芭
の
底
茫
よ
っ
て
、
さ
苫
と
と
も
に
、
今
控
、
す
。
痣
塁
六
七
号
）
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、

農
資
器
評
価
基
準
の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て

準
の
取
扱
に
つ
い
て
」
（
「
評
固
定
資
声
税
の
同
和
諏
免
は

甑

寧

篇

塁

）

裟

止

そ

の

法

令

下

の

醤

羹

っ

①

普

濃

地

方

公

共

団

体

す

る

と

し

て

、

同

日

葛

次

た

こ

と

に

な

り

ま

す

。

令

喫

些

忍

霰

（

昭

和

手

。

は

、

そ

の

亭

甕

処

理

に

関

官
温
で
各
都
道
醤
知
亭
こ
れ
ま
で
福
岡
県
な
と
で
一
塁
法
璽
一
二
六
号
）
ま
た
、
更
都
褥
県
内
市
し
、
醤
又
は
こ
れ
に
革
づ

に
違
準
呈
た
。
行
わ
れ
因
た
固
蛋
睾
第
＿
―
-
八
八
条
第
一
項
の
規
定
町
村
に
対
し
て
き
の
悪
＜
緊
に
よ
足
裟
ば
、

歪
五
―
―
八
日
付
の
次
の
同
和
減
免
は
、
「
依
命
道
に
基
づ
く
固
定
資
産
評
価
基
追
絡
を
お
願
い
し
吏
9
。
普
通
地
方
公
芸
翌
茫
対
す

霜
蓮
に
よ
れ
ば
、
携
声
達
」
の
第
三
章
第
二
節
に
準
（
照
―
―
―
八
蓄
腐
告
お
そ
、
今
回
の
固
定
る
国
文
は
都
褥
県
の
関
与

霰
の
一
部
が
登
さ
れ
、
規
定
す
る
「
需
給
情
に
よ
示
第
一
五
八
号
）
の
一
部
が
、
欝
価
基
準
の
一
部
改
正
に
宝
愕
、
又
は
要
す
る
こ
と

地
方
公
共
団
徳
対
す
る
国
る
減
点
補
正
率
」
二
項
中
の
平
成
―
―
手
一
月
二
八
日
付
伴
い
、
固
定
資
欝
価
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
（
地

又
は
都
道
歴
の
関
与
を
必
「
塁
否
地
域
」
に
同
和
督
腐
票
第
三
号
に
の
緊
い
に
つ
い
て
（
照
和
方
畠
置
璽
雲
一

匿
盟
の
も
の
に
す
る
地
区
を
該
当
さ
せ
て
、
説
の
よ
り
改
正
さ
れ
、
晟
―
―
―
―
―
―
八
年
三
塁
屑
評
塁

羞

に

、

讐

喜

雷

霞

行

っ

て

き

た

も

醤

蓋

喜

累

こ

曼

璽

―

―

!O号
自

治

②

日

は

、

瓢

努

公

省

渥

務

翌

偲

配

の

で

す

。

同

辟

攀

業

の

爾

喜

喜

房

喜

次

官

盪

）

斎

止

し

器

体

が

、

そ

の

書

の

処

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
撃
に
も
、
塁
の
対
諏
で
、
下
記
事
項
に
置
の
う
ま
す
。
嘩
に
関
し
、
普
道
池
方
公
共

規

定

さ

梵

こ

と

に

伴

い

、

地

域

が

な

な

っ

た

こ

伝

え

そ

の

暦

事

慧

遷

全

団

佐

に

対

す

る

雙

は

都

道

「

依

命

醤

」

の

規

定

の

内

容

会

）

、

同

和

減

霞

な

く

す

漏

の

な

い

よ

嘉

喪

し

腐

の

関

蒙

唇

、

又

は

+
 

あ
ら
£
め
て
（
四

t
llllt!-, 匹～

造
廃
止
の
通
知
は
必
要
な

い
と
答
弁
。
し
か
し
、
県
か

ら
の
議
会
答
弁
書
送
付
に
、

各
自
治
体
の
課
税
課
は
「
意

味
不
朋
で
（
同
和
減
免
は
廃

止
か
継
続
か
で
）
混
乱
し
て

い
る
」
こ
と
か
ら
、
全
解
速

側
は
「
解
放
同
盟
を
恐
れ
て

議
会
質
問
を
『
借
用
』
し
た

行
政
指
導
は
卑
劣
だ
。
は
っ

き
り
県
の
判
断
と
責
任
で
四

＋
芝
年
通
達
の
廃
止
を
文
書

で
徹
底
せ
よ
」
と
迫
り
、
十

1

月
中
」
ト
洒
論
を
だ
さ
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
鞍
手
竪
右
宮
町
な

ど
三
町
で
「
部
落
解
放
同
盟

鞍
手
地
協
の
会
員
」
だ
け
を

同
和
減
免
の
対
象
に
し
た

「
同
和
対
策
に
関
す
る
固
定

資
産
税
避
減
要
綱
」
廃
止
で
、

県
の
指
導
に
つ
い
て
た
だ
し

た
と
こ
る
、
県
地
方
税
課
は

「
疑
問
は
感
じ
る
が
、
法
律

違
反
と
判
断
で
き
な
い
。
自

治
省
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を

通
知
し
た
だ
け
で
、
県
独
自

の
指
導
は
し
て
い
な
い
」
と

し
ど
る
も
ど
ろ
の
笞
弁
。
全

解
連
側
は
「
団
体
加
入
の
有

無
を
条
件
に
し
た
減
免
措
置

は
憲
法
に
も
抵
殷
す
る
問

題
」
と
し
て
、
指
導
の
徹
底

を
同
課
に
求
め
ま
し
た
。
県

側
は
十
一
月
中
に
、
地
方
税

課
の
考
え
方
を
整
理
し
た
い

と
約
束
し
ま
し
た
。

要
す
る
こ
と
と
す
る
雙
茫

は

、

そ

の

昴

晨

茎

た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の

も
の
年
支
宕
A
も
に
、
筆

通
地
方
公
共
回
体
の
自
主
住

及
び
自
立
生
に
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
9
な
い
。
（
地
方
自
治

墓
二
璧
条
―
―
―
四
0

と
想
疋
さ
れ
た
こ
と
に
仔

い
、
「
麗
員

9

緊
に
つ
い
て
」
の
規
定
の

腐
谷
に
つ
い
て
晶
忙
を
行

い
、
固
定
資
察
の
評
雙
当

た
っ
て
必
要
な
亭
項
を
閲
疋

資
産
評
価
基
準
に
規
定
し
た

こ
と
。尊

て
、
「
固
定
資
躙
評
価

雷
の
嚢
に
つ
い
て
」
を

郷
止
し
た
こ
と
。

二
、
そ
の
他

屡
の
規
定
の
菱
老
行

っ
た
こ
と
。

1
 □~ コとこ吹く風

：：：：：：下青：：：和I . ,  員盲晨自ら1岬 6
\~.~;:?.~ 悶teboetoe、i, r~ 咸免申請書条戸に配布
税務課の評価係から、旧同和地区の各家庭宛に「区長配布 「固定資産税減免申請書」には、土地と家屋の課税標準額

文書」として封書が配布されました。封書の中身は「31年度同 が示され、固定資産税の「税額」「減免額」、「差引納付額」が金

和対策に係る固定資産税の減免申請について（通知）」と「固定 額で分かるように書いてあります。さらに御ていねいに 1期か

貢査税減免申請書」です。つまり、役場の税務諜による減免申 ら4期までの納付額まで書いてあります。

諸奨励のお手紙です。 減免を受けようとすれば、住所と氏名を吝き、押印するだけ

「通知」には、 部落傾放同盟支部が主催す の“至れり尽くせり”となっています。

る「研修会」で説明し、減免申謂の受付をする。説明会に欠席 3月謹会で小松町長は施政方針で「財政の厳しさは、 4年後

の場合は、 4月18日までに税務課と分庁舎の窓口に提出する には夕張市と同じようになる」と事実上の「財政危機宜言」をし

よう案内されています。 ながら、一方で税収の放棄が改まらないという、矛盾した財政

このようなやり方は今年に限ったことではなく毎年やられて 運堂を進めています。

いるといいます。今年から生活相談員の‘‘確認"が不要にな 本来、収めなければならない税金の理由なき減免は、言い

り、役場は人別帳のようなものでもあるのか旧同和地区住民 換えれば露骨な‘‘個人給付”と同じではないでしょうか。

全員が半ば自動的に減免されるような手続きです。

雪濯峙篇きと阜入れで二塁:ご
侮 辱で 名誉毀損と重大な侮辱で名誉毀損」という 主 張 で 資産税の同和減免という施策の妥当

部落解放同盟琴浦町協議会の代理人
す。今ひとつは「議員を待伏せ・桐喝」と

性を述べたものであり、地方議員とし

て当然の議員活動で、指摘は当たり

弁護土 から「本誌正月号は虚
いう見出しの記事です。

後者の記事への難癖は、「待伏せでは
ません。

偽報道だから謝罪と訂正を求める申入 回「議員を待伏せ・桐喝」について。

ま」が3月29日付で青亀に送りつけられ
なく偶然出会っただけ」、「一町民として

ました。
意見を述べただけ」、「顧問という役靡は

誤りは「元会長」ではなく「前議長」でし

無いし、名乗っていない」といい、挙句の
た。前護長は小椋謹長を訪ね“ことわ

弁護士が‘‘虚偽..と主張するのは 2点

で、そのひとつは、「違法な組織的脱税」
果てに「一方的な主張だけの配布行為

り..をしていますから、事実の報道で

は“間違った印象を植え付ける」と断じて
す。

の見出しの記事が、「地区住民に対する
います。

目「地方議員の羞務について」

「部落差別解消法」は定義のない理念

禎恥9月繕会0重大な違法行為と :~:;; 戸:;::;~::芯ニ喜言昌喜喜〗：卜~まご
4月25日（木）17:00=謙案審議・採決

今ひとつは、琴浦町の「あらゆる差別を 訂正記事の掲載」、「二度と妨害しないJ

26日（金）17:00=一般質問
なくす条例」の中にある「差別を助長する ことが要求され、 4月 10日までの回答を

27日（土）10:00=議案審議・採決
行為をしないよう努める」に「明らかに反 求め、回答が該意の無いものであれば

28日（日）1000=一般質問
する重大な違法行為をしている」。 「民事・刑事の法的手続きを執る」として

だから、「文書による謝罪」、「謝罪文と います。

歴史の大局から は:;~!し~~;:::::~
同和問題の卒業を見る王亘
目舘磋絹感でき◎ 鳥取県ては

もういい加減に
解放してください

本来時限的な同和特別対策の終了 鳥取県の場合、「差別がある限り同和

は、 1993年の大規模で綿密な「実態調 対策は続ける」という姿勢のため、国の
解放教育で「お前らは絶対結婚でき

査」の結果を元に地域改善協議会の宮 方針が徹底されませんでした。
ない」「部落外の連中は顔はにこにこし

崎繁樹会長（明治大学名き教授）が内閣 例えば事務次官通知は、 97年 9月 9
ていても心の底では差別している」と教

総理大臣に対して 1996年 5月 17日に 日の「隣保館設口連営について(02.3.15
え込まれました。

「意見具申」を行い、「特別対策は現行法 廃止）」という厚生労働省事務次官通
それは、今でも心の傷として残ってい

期限内(02年 3月 31日）におおむね目 知。 02年8月29日には厚生省社会援護
ます。この法案は、未来永劫、私たちと

的を達成できる」としました。 局長通知で生活相談員の廃止方針が出
その子孫に『部落』の烙印を押すことに

「意見具申」は、①特別対策は本来“時 されるなど関係省庁はいっせいに02年3
なります。これは到底容認できることで

限的..なもの。②差別解消に有効ではな 月31日に同和特別対策を終了して一般
はありません。

い。③混住化の中で同和関係者を限定 対策に移行する通達を出しています。
いつまで私たちを『部落』に縛り付け

する施策は実務上限界。と特別対策を 鳥取県の姿勢もあり、琴浦町でも隣保
るのですか。もういい加減に解放してく

終わる理由を明確にしました。 館は今も堂々とお門違いの人権・同和教
ださい。お願いします。

この協議会には事務方として 10省庁 育課が管理し、生活相談員も合併前の 2

の事務次官も加わっており、同和特別対 人体制を維持、毎年「部落解放月間」も
I 34歳鳥取I

策の終了に伴う「事務次官通知」を都道 連綿と続けられています。

府県に出し、市町村に徹底するように要 琴浦町で問題になっている固定資産税
同和教育は

請します。これが同和特別対策を円滑に の同和減免の根拠を失うのは、別項でそDllとさ~1士-?>tミrt
一般対策に移行するスキームでした。 説明するように同和特別対策終了とは

別の理由で、もっと早い段階からでした。
私は被差別部落出身者です。小学生

のころから地区進出学習会にも休むこ

となく通いました。

私は同和教育を受けていた高校生の

法飼椙櫛消滅,,,,年繭翌翌翌翌言；：
ころまで自分たち同和地区出身者以外

マ琶で馴斑 たことによります。 くことだけに作用しました。

この自治省告示により「依命通達」も同
心を開ける友達をつくることをしませ

育亀は、 180万円もの琴浦町から補 時に廣止となったことが、次に説明しま
んでした。

〗〗産／〗：i[［
固定資産税の同和減免
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